
 

 

（別紙４）償還猶予後の償還免除 

 

 償還猶予期間が終了する借受人について、市町村社協又は自立相談支援機関

から提出された意見書により、償還の見込みがないと判断できる場合には、本

会は会長の職権により償還を免除することができる。 

 

 

 


